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計画策定にあたって 
 
 
計画策定の背景と趣旨 
平成12（2000）年４月に始まった介護保険制度は、令和６（2024）年には 25年目を迎え、高

齢者等の介護を社会全体で支え合う仕組みとして定着してきています。 
一方で、令和７（2025）年にはいわゆる「団塊の世代」の人すべてが 75 歳以上となり、また、

令和 22（2040）年には、「団塊ジュニア」の世代が６５歳以上になる等、引き続き、人口構造の

高齢化が進むものと予測されます。 
習志野市においても、平成 12（2000）年度には 12.8％であった高齢化率（総人口に占める
高齢者人口の割合）が、令和４（2022）年度には 23.６％となり、「超高齢社会」と呼ばれる社会

構造になっています。また、高齢化率の今後の推計では、令和７（2025）年度は 24.１％、令和２
２（２０４０）年度には３０．２％になるものと予測しています。本市の高齢化の状況は、国や千葉県
と比較すると進み方が緩やかですが、小さなコミュニティ単位でみると国や千葉県以上に急速に

進んでいる地域もあり、よりきめ細やかな対応が求められています。 

国では、近年進めている「地域包括ケアシステム」の深化・推進に加えて、「地域福祉」の分野

を中心に、福祉の「受け手」と「担い手」を固定せず、誰もが地域の課題を我が事とし、さまざま

な主体が一丸となってその解決に取り組んでいく「地域共生社会」の実現の方向が示され、取り

組みが進められています。 

このような状況を踏まえ、中長期の高齢者福祉や介護保険のあり方を展望しつつ、当面の具体
的な取り組みを位置づけるものとして、本計画を策定します。 

 

計画の期間 

   本計画は、今後３年間における高齢者の保健、福祉施策及び介護保険サービス等について定

める計画です。 

 

 
 
 

 
 

計画の位置づけ 

「高齢者保健福祉計画」は、老人福祉法第 20 条の８に基づき、老人居宅生活支援事業及び

老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関して市が定める計画です。 

「介護保険事業計画」は、介護保険法第 117条に基づき、市町村が行う介護保険事業に係る

保険給付の円滑な実施に関して市が定める計画です。 

これらの計画は、一体のものとして作成するよう、定められています。 

習志野市光輝く高齢者未来計画２０２４ 

（高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画）（案）概要版 
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パブリックコメント用 

年度 
３年度 

(20２１) 

４年度 

(20２２) 

５年度 

(202３) 

６年度 

(202４) 

７年度 

(202５) 

８年度 

(202６) 

９年度 

(202７) 

１０年度 

(202８) 

１１年度 

(202９) 

計画 第８期計画 第９期計画（今回策定） 第１０期計画 
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計画の理念と目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

基本施策 

１．介護サービスの提供体制の充実 

２．高齢者の住まいの確保 

３．介護サービスの質の確保 

４．介護給付の適正化 

５．介護人材の確保・定着および業務効率 

化に向けた対策 

６．災害や感染症等への対策に係る支援 

体制 

＜基本目標１＞ 

自分に合った生活場所と介護サービスの 

充実 

計画の理念 

「住み慣れた地域で、健やかに暮らし、やさしさで支え合うまち」 
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基本施策 

１．高齢者相談センター 

  （地域包括支援センター）の運営 

２．介護予防・日常生活支援総合事業 

  （介護予防・生活支援サービス事業） 

３．医療と介護の連携体制の構築 

４．認知症施策の推進 

５．高齢者の見守り 

６．高齢者の権利擁護 

７．高齢者が利用できる福祉サービス 

＜基本目標２＞ 

安定した日常生活のサポート 

 

 

 

基本施策 

１．成人期から取り組む健康づくり 

２．介護予防・日常生活支援総合事業 

  （一般介護予防事業） 

＜基本目標３＞ 

いつまでも元気に暮らせる健康づくり 
 

 

 

基本施策 

１．高齢者を地域で支える仕組みの拡大 

２．高齢者の社会参加の促進 

＜基本目標４＞ 

地域で支え合う仕組みの拡大 
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各施策の個別目標のまとめ（抜粋） 
 

 
基本目標１ 自分に合った生活場所と介護サービスの充実 

指 標 

第９期計画の個別目標 

令和６ 

（２０２４）年度 

令和７ 

（２０２５）年度 

令和８ 

（２０２６）年度 

特別養護老人ホームの合計定員数 ８２０床（新規整備分：１００床） 

認知症高齢者グループホームの合計定員数 ２２４人（新規整備分：36人） 

高齢者向け住まいの供給量 

（高齢者人口に対する確保割合） 
3.1％ 3.1％ 3．2％ 

指定事業者の実地指導実施事業所数 16事業所 16事業所 17事業所 

介護サービス相談員受入れ事業所数 80事業所 83事業所 85事業所 

認定審査会委員現任者研修参加者数 25人 27人 30人 

認定調査員現任者研修参加者数 20人 25人 30人 

 
 
 
基本目標２ 安定した日常生活のサポート 

指 標 

第９期計画の個別目標 

令和６ 

（２０２４）年度 

令和７ 

（２０２５）年度 

令和８ 

（２０２６）年度 

成年後見センターによる法人後見新規受任件数 ３件 ４件 ５件 

戸口収集支援事業利用者数 
増加 

（前年度比） 
増加 

（前年度比） 
増加 

（前年度比） 

 
 
 
基本目標３ いつまでも元気に暮らせる健康づくり 

指 標 

第９期計画の個別目標 

令和６ 

（２０２４）年度 

令和７ 

（２０２５）年度 

令和８ 

（２０２６）年度 

小・中学校での健康教育の実施数 １７校 １９校 ２０校 

特定健康診査受診率 ３９．0％ ３９．５％ ４０．0％ 
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基本目標４ 地域で支え合う仕組みの拡大 

指 標 

第９期計画の個別目標 

令和６ 

（２０２４）年度 

令和７ 

（２０２５）年度 

令和８ 

（２０２６）年度 

地域テラスを提供する団体数 13団体 13団体 14団体 

認知症サポーター養成講座実施教育機関数 
増加 

（前年度比） 

増加 

（前年度比） 

増加 

（前年度比） 

認知症サポート登録事業所数 １００事業所 １０５事業所 １１０事業所 

高齢者見守り事業者ネットワーク協定締結事業者数 
増加 

（前年度比） 

増加 

（前年度比） 

増加 

（前年度比） 

ふれあい・いきいきサロン（地域サロン）設置数 ６９か所 ７４か所 ７９か所 

シルバー人材センター会員登録数 

増または 

現状維持 

（前年度比） 

増または 

現状維持 

（前年度比） 

増または 

現状維持 

（前年度比） 

あじさいクラブ活動事業 

１単位クラブあたりの会員数 

増または 

現状維持 

（前年度比） 

増または 

現状維持 

（前年度比） 

増または 

現状維持 

（前年度比） 

あじさいクラブ活動事業 

各種大会参加者数 

増または 

現状維持 

（前年度比） 

増または 

現状維持 

（前年度比） 

増または 

現状維持 

（前年度比） 

高齢者ふれあい元気事業実施率 
増加 

（前年度比） 

増加 

（前年度比） 

増加 

（前年度比） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


